
＜山梨県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況

1  富士急バス（株） 大田和（本栖湖方面） A 令和３年３月停留所を
移設済み

2  富士急バス（株） 忍野八海入口 A 令和３年９月停留所廃
止

3  山梨交通（株）  身延支所前（鰍沢方面） A 令和３年３月停留所を
移設済み

4  山梨交通（株）  吉田（甲府方面） A 令和３年２月停留所を
移設済み

5  山梨交通（株）  甲府南高校（甲府方面） A 令和３年２月停留所を
移設済み

6  山梨交通（株）  落合（中道方面） A 令和３年２月停留所を
移設済み

7  富士急バス（株） 新井（往路） B 公表前より安全対策が実
施されていたことを確認

8  富士急バス（株） 西村（往路） B 令和３年２月停留所を
移設済み

9  富士急バス（株） 西村（復路） B 令和３年２月停留所を
移設済み

10  富士急バス（株） 上芦川 B 令和３年２月停留所を
移設済み

11  富士急バス（株） 盛秀堂前 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

12  富士急バス（株） 富士団地 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

13  富士急バス（株） 熊穴団地 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

14  富士急バス（株） 熊穴公園 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

15  富士急バス（株） 小立入口（河口湖方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

16  富士急バス（株） （高速）精進湖入口 B 令和５年３月停留所を
移設済み

17  富士急バス（株） 大田和（河口湖方面） B 令和５年３月停車位置
の調整を実施

18  富士急バス（株） 大嵐 B 令和５年３月停留所を
移設済み

19  富士急バス（株） 大嵐入口 B 令和４年９月停留所を
移設済み

20 富士急バス（株）  剣丸尾(御殿場方面) B 安全対策検討中

21  富士急バス（株）   土橋 (御殿場方面) B 令和５年３月停留所を
移設済み

22  富士急バス（株）   富士見通り (御殿場方面) B 令和３年１２月停留所
を移設済み

23  富士急バス（株） 日大セミナーハウス前 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

 南都留郡富士河口湖町精進５１４ −
 １６

 南都留郡鳴沢村大田和３９２７

 南都留郡山中湖村平野向切詰５０６
 − ２９６

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表
令和５年３月３１日現在

所在地

 南都留郡鳴沢村大田和３９２７

 山梨県南都留郡忍野村忍草４５０

 身延町梅平2483-36先

 南アルプス市吉田1182-1先

 甲府市中小河原町606先

 甲府市落合町1256-1先

 上野原市上野原4691先

 上野原市秋山9510先

 上野原市秋山9510先

 笛吹市芦川町上芦川706

 富士吉田市富士見１丁目６ − ２１

 富士吉田市上吉田４３７０ − ３

 南都留郡富士河口湖町大嵐６６６

 南都留郡富士河口湖町大嵐５１８ −
 ４
富士吉田市新西原５丁目２−５５９
７−１６

 南都留郡忍野村忍草１６０８

 南都留郡山中湖村平野中区5丁目29

 富士吉田市上吉田４４７２ − ４７

 富士吉田市上吉田４４７２ − ７４

 南都留郡富士河口湖町小立２３９６



番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況所在地

24  富士急バス（株）   篭坂峠 (御殿場方面) B 令和３年１２月停留所
を移設済み

25  富士急バス（株）   小田急フォレストコテージ前 (平野方面) B 令和５年３月停留所を
移設済み

26  富士急バス（株） 長池入口 B 令和４年９月停留所を
移設済み

27  富士急バス（株） 大出山入口 B 令和５年３月停車位置
の調整を実施

28  富士急バス（株） 根場民宿 B 令和５年３月停留所を
移設済み

29 富士急バス（株）浅川温泉街 B 安全対策検討中

30  富士急バス（株） 渡船場入口 B 令和５年３月停留所を
移設済み

31  富士急バス（株） 富士見町会館前 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

32  富士急バス（株） 撫岳荘前 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

33  富士急バス（株） 新屋会館前 B 令和３年１２月停留所
を移設済み

34  富士急バス（株）   ＴＢＳ寮前 (河口湖方面) B 令和３年１２月停留所
を移設済み

35  富士急バス（株）   一之橋 (河口湖方面) B 令和３年１２月停留所
を移設済み

36  富士急バス（株） 山中東小学校前 B 令和５年３月停留所を
移設済み

37  山梨交通（株）  ＪＡ身延支所（身延山方面） B 令和３年３月停留所を
移設済み

38  山梨交通（株）  波木井山（鰍沢方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

39  山梨交通（株）  飯富（鰍沢方面） B 令和４年１月停留所を
移設済み

40  山梨交通（株）  西島プール（鰍沢方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

41  山梨交通（株）  大庭（身延方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

42  山梨交通（株）  増穂商業高校（鰍沢方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

43  山梨交通（株）  塚原橋（伊勢方面） B 令和３年１２月停留所
を移設済み

44  山梨交通（株）  徳行（鰍沢方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

45  山梨交通（株）  小松入口（伊勢方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

46  山梨交通（株）  石和温泉駅入口（甲府方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

47  山梨交通（株）  甲府商業高校入口（駿台方面） B 令和３年８月横断歩道
移設により対応

48  山梨交通（株）  甲府商業高校（小瀬方面） B 令和３年１２月停留所
を移設済み

 甲府市上今井町474-2先

 甲府市塚原町197先

 甲府市徳行4-3-12先

 甲府市古府中町948-3先

 笛吹市石和町市部524

 甲府市上今井町177-5先

 身延町波木井1887-1先

 身延町飯富112先

 身延町西島334-4先

 身延町下山1888-3先

 富士川町最勝寺1378先

 富士吉田市新屋３７３

 南都留郡山中湖村山中１９５

 南都留郡山中湖村山中２２４

 南都留郡山中湖村平野２４３５

 身延町梅平2444-5先

 南都留郡富士河口湖町西湖西６ − １

南都留郡富士河口湖町浅川３６８

 南都留郡富士河口湖町河口１８８ −
 １

 富士吉田市富士見３丁目５

 南都留郡南都留郡山中湖村平野５０
 ８ − １１４

 南都留郡山中湖村山中２４８－１

 南都留郡山中湖村平野４９１

 南都留郡山中湖村平野３７７７ − ３

 南都留郡山中湖村山中１５０７ − １



番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況所在地

49  山梨交通（株）  太田町見附（甲府方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

50  山梨交通（株）  山城郵便局（中道方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

51  山梨交通（株）  山城郵便局（甲府方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

52 山梨交通（株） 古市場：甲府（医大方面） B 安全対策検討中

53  山梨交通（株）  大里南団地（医大方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

54  山梨交通（株）  考古博物館（豊富方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

55  山梨交通（株）  榎局（甲府方面） B 令和３年１２月停留所
を移設済み

56  山梨交通（株）  旭中央公民館（韮崎方面） B 令和３年４月停留所を
移設済み

57  山梨交通（株）  入戸野入口（白州方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

58  山梨交通（株）  祖母石上（白州方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

59  山梨交通（株）  韮崎市役所（往） B 令和３年６月停留所を
移設済み

60  山梨交通（株）  原山神社（韮崎方面） C 令和３年４月停留所を
移設済み

61  山梨交通（株）  中条上（増富方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

62  山梨交通（株）  中条上（韮崎方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

63  山梨交通（株）  穂坂橋（韮崎方面） B 令和３年７月停留所を
移設済み

64  山梨交通（株）  蔵の前（増富方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

65  山梨交通（株）  三沢入口（韮崎方面） C 令和３年７月停留所を
移設済み

66  山梨交通（株）  滝坂上（甲府方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

67  山梨交通（株）  滝坂上（韮崎方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

68  山梨交通（株）  金剛寺（甲府方面） B 令和３年８月停留所を
移設済み

69  山梨交通（株）  金剛寺（韮崎方面） B 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

70  山梨交通（株）  インター入口（穂坂方面） B 令和３年７月停留所を
移設済み

71  富士急バス（株） 八米入口（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

72  富士急バス（株） 八米入口（復路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

73  富士急バス（株） 矢坪（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

 上野原市野田尻5315先

 甲斐市宇津谷4930先

 甲斐市宇津谷4930先

 韮崎市穂坂町宮久保765先

 上野原市鶴川1409先

 上野原市鶴川1409先

 韮崎市藤井町南下條85先

 韮崎市藤井町北下条1260-2先

 韮崎市穂坂町宮久保115先

 甲斐市竜地6014先

 甲斐市竜地6412先

 韮崎市上祖母石1129先

 韮崎市水神一丁目3-1先

 韮崎市清哲町青木1235先

 韮崎市中田町中條1431先

 韮崎市中田町中條1678先

 甲府市大里町4411先

 甲府市中道町下曽根923先

 甲斐市篠原82先

 韮崎市旭町上條北割3879-1先

 韮崎市穴山町8858先

 甲府市太田町6-10先

 甲府市小瀬町315-6先

 甲府市小瀬町395-6先

甲府市大里町4521-1先



番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況所在地

74  富士急バス（株） 矢坪（複路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

75  富士急バス（株） 大野貯水池（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

76  富士急バス（株） 大野貯水池（復路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

77  富士急バス（株） 新井二丁目（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

78  富士急バス（株） 学校前（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

79  富士急バス（株） 学校前（復路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

80  富士急バス（株） 島田出張所前（往路） C 令和３年２月停留所を
移設済み

81  富士急バス（株） 成田（下り） C 令和３年２月停留所を
移設済み

82  富士急バス（株） オギノ前（上） C 令和３年１２月停留所
を移設済み

83  富士急バス（株） 月江寺駅前 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

84  富士急バス（株） 曙町 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

85  富士急バス（株） 小立入口（本栖湖方面） C 令和４年９月停留所を
移設済み

86  富士急バス（株） 駐在所前 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

87  富士急バス（株）   セメ草 (河口湖方面) C 令和５年３月停留所を
移設済み

88  富士急バス（株） 天狗社 C 令和４年９月停留所を
移設済み

89  富士急バス（株） 中道入口 C 令和４年９月停留所を
移設済み

90  富士急バス（株）   花の都公園入口 ((国道)御殿場方面) C 令和４年９月停留所を
移設済み

91  富士急バス（株） 山中湖交流プラザ C 令和４年９月停留所を
移設済み

92  富士急バス（株） つくし別荘地入口 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

93  富士急バス（株） 富士見町会館前 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

94  富士急バス（株） 宮町 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

95  富士急バス（株） 向原 C 令和４年９月停留所を
移設済み

96  富士急バス（株）   如来寺入口 忠霊塔入口 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

97  富士急バス（株） 針樅林入口 C 令和３年１２月停留所
を移設済み

98  富士急バス（株）   花の都公園 (河口湖方面) C 令和３年９月停留所を
移設済み

 南都留郡山中湖村山中１６５０

 富士吉田市富士見３丁目２

 富士吉田市向原１丁目２２ − ２２ − ２
 ２

 富士吉田市向原１丁目８

 富士吉田市新町３丁目４

 南都留郡忍野村内野４７５０

 南都留郡忍野村内野３８１ − １

 南都留郡忍野村忍草３２９７ − ７

 南都留郡山中湖村山中８６５ − １１

 南都留郡山中湖村平野４７９ − ２

 南都留郡山中湖村平野1309-1

 富士吉田市緑ケ丘１丁目４ − １２

 富士吉田市下吉田５ − ６

 南都留郡富士河口湖町小立２３９６

 南都留郡鳴沢村鳴沢３７５９ − １

 富士吉田市新屋７０２

 上野原市西原4069先

 上野原市西原4069先

 上野原市鶴島1124先

 笛吹市御坂町成田1091-1

 富士吉田市下吉田９丁目１９ − ５

 上野原市野田尻5315先

 上野原市大野1192先

 上野原市大野1192先

 上野原市上野原4656先



番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況所在地

99  山梨交通（株）  鏡円坊（身延山方面） C 令和３年６月停留所廃
止

100  山梨交通（株）  身延支所前（身延方面） C 令和３年３月停留所を
移設済み

101  山梨交通（株）  御所農協（御所方面） C 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

102  山梨交通（株）  下の川（甲府方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

103  山梨交通（株）  富士通アイネット入口（御勅使方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

104  山梨交通（株）  甲府商業高校（甲府方面） C 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

105  山梨交通（株）  青沼三丁目（伊勢方面） C 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

106  山梨交通（株）  太田町見附（伊勢方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

107  山梨交通（株）  田富北小入口（シルク行） C 現地調査により抽出条件
に該当しないことを確認

108 山梨交通（株） 日吉神社（甲府方面） C 安全対策検討中

109  山梨交通（株）  中村入口（豊富方面） C 令和３年１２月停留所
を移設済み

110 山梨交通（株） 国母一丁目（甲府方面） C 安全対策検討中

111  山梨交通（株）  ＪＡ穂坂支所（穂坂方面） C 令和３年７月停留所を
移設済み

112  山梨交通（株）  穴山三ツ石（白州方面） B 令和３年７月停留所を
移設済み

113  山梨交通（株）  保険福祉センター B  令和３年８月停留所を
 移設済み

114  山梨交通（株）  大豆生田下（増富方面） B 令和３年４月停留所を
移設済み

115  山梨交通（株）  登美（甲府方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

116  山梨交通（株）  登美（韮崎方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

117  山梨交通（株）  金の宮住宅入口（韮崎方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

118  山梨交通（株）  須玉中学校（韮崎方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

119  山梨交通（株）  台ケ原上（韮崎方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

120  山梨交通（株）  台ケ原中（白州方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

121  山梨交通（株）  下三吹（白州方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

122  山梨交通（株）  牧の原中（白州方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

123  山梨交通（株）  上手一本松（韮崎方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

 北杜市明野上手7365先

 北杜市須玉町東向388先

 北杜市白州町台ケ原2196先

 北杜市白州町台ケ原924先

 北杜市武川村下三吹1741先

 北杜市武川町牧原1448-2先

 韮崎市本町3-7-7先

 北杜市須玉町大豆生田401先

 甲斐市竜地6517-1先

 甲斐市竜地6522先

 甲斐市中下条610-2先

甲府市住吉下小河原町231-5先

 甲府市上曽根2521-3先

甲府市国母1-2-2先

 韮崎市穂坂町三ツ沢6243先

 韮崎市穴山町三ツ石8807先

 南アルプス市有野3707

 甲府市上今井町2510先

 甲府市朝気3-9-19先

 甲府市太田町4-7先

 中央市臼井阿原1719-69先

 身延町梅平191先

 身延町梅平2483-165先

 笛吹市八代町米倉62先

 笛吹市八代町竹居1858-1



番号 バス事業者名 バス停留所名 判定
結果 安全対策実施状況所在地

124  山梨交通（株）  明野保育所（浅尾方面） C 令和３年８月停留所を
移設済み

令和２年１２月２８日（初公表）時点 令和５年３月３１日時点

Ａランク停留所数・・・６ Ａランク停留所数・・・0

Ｂランク停留所数・・・６４ Ｂランク停留所数・・・3

Ｃランク停留所数・・・５４ Ｃランク停留所数・・・2

※上記は初公表時点のバス停留所数から安全対策実施済みのバス停
留所数を除いたもの。

＜山梨県バス停留所安全性確保合同検討会構成員＞
（１）山梨運輸支局企画輸送監査部門
（２）一般社団法人　山梨県バス協会
（３）山梨県警察本部交通規制課
（４）一般乗合旅客自動車運送事業におけるバス停留所の存する道路の管理者
（５）山梨県県民生活部交通政策課
（６）山梨県内市町村の交通対策主管部

＜バス停留所の安全上の優先度判定について＞
【Ａランク】
　　○　過去３年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生しているバス停留所
　　○　バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所
【Ｂランク】
　　○　Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後５ｍの範囲に
　　　   その車体がかかるバス停留所
　　○　Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかるバス停留所
【Ｃランク】
　　○　Ａ又はＢランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後５ｍの範囲に
　　　　 その車体がかかるバス停留所
　　○　Ａ又はＢランク以外で、地域住民等の意見や各都道府県の実情に応じて抽出したバス停留所

 北杜市明野町小笠原2951-1先


